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平
成
30
年
８
月
23
日
か

ら
24
日
に
か
け
て
、
行
政

視
察
を
行
い
ま
し
た
。

　

高
山
市
議
会
で
は
、
広

報
広
聴
委
員
会
（
議
会
基

本
条
例
推
進
協
議
会
・
第

二
分
科
会
・
ワ
ー
キ
ン
グ

グ
ル
ー
プ
）
に
お
い
て
地

域
別
市
民
意
見
交
換
会
の

あ
り
方
や
議
会
広
報
紙

「
ぎ
か
い
だ
よ
り
」
の
リ

ニ
ュ
ー
ア
ル
な
ど
議
会
基

本
条
例
推
進
協
議
会
の
分

科
会
の
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル

ー
プ
と
し
て
調
査
研
究
を

し
て
い
ま
す
。
先
進
市
議

会
の
広
報
広
聴
活
動
、
特

に
市
民
意
見
交
換
会
を
中

心
に
視
察
を
行
い
ま
し
た
。

◎
概
要

　

鳥
羽
市
に
は
46
町
内
会

自
治
会
が
あ
り
、
離
島
や

リ
ア
ス
式
海
岸
で
集
落
が

点
在
し
学
校
区
単
位
の
開

催
は
困
難
と
判
断
し
、
当

初
は
市
内
18
か
所
で
実
施
。

市
民
か
ら
「
細
か
く
地
区

を
回
っ
て
欲
し
い
」
と
の

要
望
が
多
か
っ
た
た
め
、

平
成
22
年
か
ら
36
か
所
で

開
催
し
、
平
成
23
年
に
は

37
か
所
に
し
た
。
こ
の
か

所
数
は
日
経
グ
ロ
ー
カ
ル

の
調
査
で
は
日
本
で
一
番

報
告
会
の
多
い
市
議
会
と

し
て
紹
介
さ
れ
る
。

　

し
か
し
近
年
は
開
催
箇

所
数
や
市
民
参
加
者
数
が

減
少
し
て
お
り
課
題
と
な

っ
て
い
た
。
理
由
と
し
て
、

①
参
加
者
の
固
定
化

②
若
者
や
女
性
の
参
加
が

少
な
い

③
圧
倒
的
に
行
政
側
に
対

す
る
意
見
や
要
望
が
多
く
、

執
行
権
の
な
い
議
会
と
し

て
応
え
に
く
い

　

平
成
27
年
４
月
改
選
後
、

１
年
間
休
止
し
て
あ
り
方

を
議
論
し
た
。

　

前
述
の
課
題
に
対
応
す

る
た
め
協
議
し
た
結
果
、

「
Ｔ
Ｏ
Ｂ
Ａ
ミ
ラ
イ
ト
ー

ク
」
の
案
を
検
討
。
こ
れ

ま
で
の
議
会
報
告
会
や
意

見
交
換
と
の
違
い
と
し
て
、

そ
の
目
的
は

①
地
域
課
題
の
共
有

②
テ
ー
マ
に
沿
っ
た
意
見

交
換
の
み
実
施

③
手
挙
げ
方
式

④
原
則
グ
ル
ー
プ
デ
ィ
ス

カ
ッ
シ
ョ
ン
式

⑤
模
造
紙
、
付
箋
等
利
用

し
議
論
を
可
視
化

　

今
後
の
展
開
と
し
て
量

か
ら
質
へ
の
転
換
を
図
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、
あ
る
程
度
の
量

も
必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら

申
込
者
に
対
し
声
か
け
で

あ
り
、
常
に
内
容
を
見
直

し
て
い
く
姿
勢
が
重
要
。

◎
考
察

　

議
会
と
し
て
提
案
可
能

な
施
策
の
提
案
や
立
案
に

つ
い
て
、
市
民
意
見
を
聴

取
す
る
場
を
確
保
す
る
こ

と
は
必
要
で
あ
る
が
、
議

会
側
か
ら
テ
ー
マ
を
設
定

し
、
市
民
に
無
理
に
集
ま

っ
て
も
ら
い
意
見
を
い
た

だ
く
方
法
が
最
良
な
の
か

を
検
討
す
る
時
期
に
来
て

い
る
。
各
町
内
会
や
ま
ち

協
の
課
題
に
つ
い
て
意
見

交
換
を
要
請
さ
れ
る
場
合

に
は
、
そ
の
テ
ー
マ
に
合

わ
せ
た
委
員
会
や
別
立
て

で
構
成
さ
れ
る
委
員
を
派

遣
し
意
見
交
換
す
る
こ
と

が
今
後
重
要
と
感
じ
る
。

ま
た
、
議
会
側
も
広
範
な

地
域
、
幅
広
い
階
層
、
年

齢
、
性
別
、
家
族
構
成
な

ど
様
々
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

議
会
は
一
年
中
い
つ
で
も

意
見
を
聴
く
窓
口
を
設
置

す
る
必
要
性
を
感
じ
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。

　

紙
面
の
都
合
上
、
三
重

県
四
日
市
市
議
会
の
視
察

報
告
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

広
報
広
聴
委
員
会
の
取

り
組
み
に
つ
い
て

（
三
重
県
鳥
羽
市
）

視 
察 

報 

告

広報広聴
委員会

鳥羽市議会　議場にて

地ち

方ほ
う

交こ
う

付ふ

税ぜ
い

　

地
方
公
共
団
体
間
の
財

政
不
均
衡
を
是
正
し
、
必

要
な
財
源
を
保
障
す
る
た

め
、
国
か
ら
地
方
公
共
団

体
に
交
付
さ
れ
る
資
金
。

財
政
不
足
額
か
ら
算
定
さ

れ
る
普
通
交
付
税
と
、
災

害
時
な
ど
に
交
付
さ
れ
る

特
別
交
付
税
が
あ
り
ま
す
。

入に
ゅ
う
と
う
ぜ
い

湯
税

　

鉱
泉
浴
場
所
在
の
市
町

村
が
、
環
境
衛
生
施
設
、

鉱
泉
源
の
保
護
管
理
施
設

及
び
消
防
施
設
そ
の
他
消

防
活
動
に
必
要
な
施
設
の

整
備
並
び
に
観
光
の
振
興

（
観
光
施
設
の
整
備
を
含

む
。）に
要
す
る
費
用
に
充

て
る
た
め
、
鉱
泉
浴
場
に

お
け
る
入
湯
に
対
し
、
入

湯
客
に
課
税
す
る
税
金
。

国こ
く
み
ん
け
ん
こ
う

民
健
康
保ほ

険け
ん

の
県け

ん
た
ん単
位い

化か
　

持
続
可
能
な
医
療
保
険

制
度
を
構
築
す
る
た
め
の

国
民
健
康
保
険
法
等
の
一

部
改
正
に
よ
り
、
国
民
健

康
保
険
の
運
営
は
、
こ
れ

ま
で
各
市
区
町
村
が
行
っ

て
き
ま
し
た
が
、
平
成
30

年
４
月
か
ら
は
都
道
府
県

が
財
政
運
営
の
責
任
を
担

い
、
市
区
町
村
が
担
う
事

務
の
効
率
化
、
標
準
化
、

広
域
化
を
推
進
し
、
制
度

の
安
定
化
を
目
指
す
も
の
。

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー

ル
　

市
町
村
教
育
委
員
会
か

ら
任
命
さ
れ
た
保
護
者
や

地
域
の
方
が
、
一
定
の
権

限
と
責
任
を
も
っ
て
、
学

校
運
営
の
基
本
方
針
を
承

認
し
た
り
、
教
育
活
動
に

つ
い
て
意
見
を
述
べ
た
り

す
る
活
動
を
通
じ
て
学
校

運
営
に
参
画
す
る
仕
組
み

で
あ
る
学
校
運
営
協
議
会

が
設
置
さ
れ
た
学
校
。


